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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
号 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 
後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

二 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を

原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認

を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ

き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の

二 

輸
入
貿
易
管
理
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認
（
全
地
域
を

原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の
輸
入
に
係
る
承
認

を
除
く
。
以
下
「
二
号
承
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ

き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
同
表
の



 

2 

第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。 

第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る
と
き
と
す
る
。 

第
１

 
（

略
）

 

第
２

 
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

動
植

物
及

び
そ

の
派

生
物

、
モ

ン

ト
リ

オ
ー

ル
議

定
書

附
属

書
に

定
め

る
物

質
及

び
製

品

、
化

学
兵

器
の

禁
止

及
び

特
定

物
質

の
規

制
等

に
関

す

る
法

律
に

定
め

る
第

一
種

指
定

物
質

等
並

び
に

水
銀

に

関
す

る
水

俣
条

約
に

定
め

る
水

銀
 

１
 

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

の
種

の
国

際

取
引

に
関

す
る

条
約

（
以

下
「

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
」

と
い

う
。

）
の

締
約

国
及

び
同

条
約

の
管

理
当

局
に

準
ず

る
当

局
を

有
す

る
国

又
は

地
域

（
以

下
「

締
約

国
等

」
と

い
う

。
）

以
外

の
国

又
は

地
域

を
原

産
地

又
は

船
積

地
域

と
す

る
同

条
約

附
属

書
Ⅰ

に
掲

げ
る

第
１

 
（

略
）

 

第
２

 
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

動
植

物
及

び
そ

の
派

生
物

、
モ

ン

ト
リ

オ
ー

ル
議

定
書

附
属

書
に

定
め

る
物

質
及

び
製

品

、
化

学
兵

器
の

禁
止

及
び

特
定

物
質

の
規

制
等

に
関

す

る
法

律
に

定
め

る
第

一
種

指
定

物
質

等
並

び
に

水
銀

に

関
す

る
水

俣
条

約
に

定
め

る
水

銀
 

１
 

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

の
種

の
国

際

取
引

に
関

す
る

条
約

（
以

下
「

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
」

と
い

う
。

）
の

締
約

国
及

び
同

条
約

の
管

理
当

局
に

準
ず

る
当

局
を

有
す

る
国

又
は

地
域

（
以

下
「

締
約

国
等

」
と

い
う

。
）

以
外

の
国

又
は

地
域

を
原

産
地

又
は

船
積

地
域

と
す

る
同

条
約

附
属

書
Ⅰ

に
掲

げ
る
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種
に

属
す

る
動

物
又

は
植

物
並

び
に

こ
れ

ら
の

個
体

の
一

部
及

び
派

生
物

（
卵

、
種

子
、

球
根

、
果

実
（

果
皮

を
含

む
。

）
、

は
く

製
又

は
加

工
品

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

、
同

条
約

附
属

書
Ⅱ

に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物
（

ク
ロ

ト
ガ

リ
ザ

メ
、

ヨ
シ

キ
リ

ザ
メ

、
ア

カ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
、

ヒ
ラ

シ
ュ

モ
ク

ザ
メ

、
シ

ロ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
、

オ
ナ

ガ
ザ

メ
属

全
種

、
ウ

バ
ザ

メ
、

ホ
ホ

ジ
ロ

ザ
メ

、
ア

オ
ザ

メ
、

バ
ケ

ア
オ

ザ
メ

、
ニ

シ
ネ

ズ
ミ

ザ
メ

、
ア

イ
ザ

メ
科

全
種

、
タ

ツ
ノ

オ
ト

シ
ゴ

属
全

種
及

び
ホ

ロ
ト

ゥ
リ

ア
・

フ
ス

コ
ギ

ル
ヴ

ァ
を

除
く

。
）

又
は

植
物

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物
（

植
物

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物
に

あ
っ

て
は

、
附

属
書

Ⅱ
に

よ
り

特
定

さ
れ

種
に

属
す

る
動

物
又

は
植

物
並

び
に

こ
れ

ら
の

個
体

の
一

部
及

び
派

生
物

（
卵

、
種

子
、

球
根

、
果

実
（

果
皮

を
含

む
。

）
、

は
く

製
又

は
加

工
品

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

、
同

条
約

附
属

書
Ⅱ

に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物
（

ク
ロ

ト
ガ

リ
ザ

メ
、

ヨ
ゴ

レ
、

ヨ
シ

キ
リ

ザ
メ

、
ア

カ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
、

ヒ
ラ

シ
ュ

モ
ク

ザ
メ

、
シ

ロ
シ

ュ
モ

ク
ザ

メ
、

オ
ナ

ガ
ザ

メ
属

全
種

、
ウ

バ
ザ

メ
、

ホ
ホ

ジ
ロ

ザ
メ

、
ア

オ
ザ

メ
、

バ
ケ

ア
オ

ザ
メ

、
ニ

シ
ネ

ズ
ミ

ザ
メ

、
ジ

ン
ベ

イ
ザ

メ
、

タ
ツ

ノ
オ

ト
シ

ゴ
属

全
種

及
び

ホ
ロ

ト
ゥ

リ
ア

・
フ

ス
コ

ギ
ル

ヴ
ァ

を
除

く
。

）
又

は
植

物
並

び
に

こ
れ

ら
の

個
体

の
一

部
及

び
派

生
物

（
植

物
の

個
体

の
一

部
及

び
派

生
物

に
あ

っ
て

は
、

附
属

書
Ⅱ

に
よ

り
特
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る
も

の
に

限
る

。
）

並
び

に
同

条
約

の
締

約
国

等
以

外
の

国
又

は
地

域
を

船
積

地
域

と
し

、
か

つ
、

同
条

約
附

属
書

Ⅲ
に

掲
げ

る
国

を
原

産
地

と
す

る
附

属
書

Ⅲ
に

掲
げ

る
種

に
属

す
る

動
物

又
は

植
物

並
び

に
附

属
書

Ⅲ
に

よ
り

特
定

さ
れ

る
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物
 

２
～

４
 

（
略

）
 

定
さ

れ
る

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

同
条

約
の

締
約

国
等

以
外

の
国

又
は

地
域

を
船

積
地

域
と

し
、

か
つ

、
同

条
約

附
属

書
Ⅲ

に
掲

げ
る

国
を

原
産

地
と

す
る

附
属

書
Ⅲ

に
掲

げ
る

種
に

属
す

る
動

物
又

は
植

物
並

び
に

附
属

書
Ⅲ

に
よ

り
特

定
さ

れ
る

こ
れ

ら
の

個
体

の
一

部
及

び
派

生
物

 

２
～

４
 

（
略

）
 

二
の
二 

令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の

輸
入
に
係
る
承
認
に
限
る
。
以
下
「
二
の
二
号
承
認
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲

げ
る
貨
物
及
び
同
表
の
第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る

と
き
と
す
る
。 

二
の
二 

令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
（
全
地
域
を
原
産
地
又
は
船
積
地
域
と
す
る
貨
物
の

輸
入
に
係
る
承
認
に
限
る
。
以
下
「
二
の
二
号
承
認
」
と

い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
次
の
表
の
第
一
に
掲

げ
る
貨
物
及
び
同
表
の
第
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
入
す
る

と
き
と
す
る
。 
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第
１

 
（

略
）

 

第
２

 
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

動
植

物
及

び
そ

の
派

生
物

、
廃

棄

物
等

、
化

学
兵

器
禁

止
法

に
定

め
る

特
定

物
質

、
残

留

性
有

機
汚

染
物

質
に

関
す

る
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

条
約

に

定
め

る
規

制
物

質
並

び
に

水
銀

に
よ

る
環

境
の

汚
染

の

防
止

に
関

す
る

法
律

に
定

め
る

特
定

水
銀

使
用

製
品

等
 

１
 

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
附

属
書

Ⅰ
に

掲
げ

る
種

に
属

す

る
動

物
（

み
ん

く
鯨

、
み

な
み

み
ん

く
鯨

（
く

ろ
み

ん
く

鯨
）

、
い

わ
し

鯨
（

北
太

平
洋

の
個

体
群

並
び

に
東

経
０

度
か

ら
東

経
7
0
度

ま
で

及
び

赤
道

か
ら

南

極
大

陸
に

囲
ま

れ
る

範
囲

の
個

体
群

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

、
に

た
り

鯨
、

つ
の

し
ま

鯨
、

な
が

す
鯨

、
カ

ワ
ゴ

ン
ド

ウ
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
カ

ワ
ゴ

ン
ド

第
１

 
（

略
）

 

第
２

 
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

動
植

物
及

び
そ

の
派

生
物

、
廃

棄

物
等

、
化

学
兵

器
禁

止
法

に
定

め
る

特
定

物
質

、
残

留

性
有

機
汚

染
物

質
に

関
す

る
ス

ト
ッ

ク
ホ

ル
ム

条
約

に

定
め

る
規

制
物

質
並

び
に

水
銀

に
よ

る
環

境
の

汚
染

の

防
止

に
関

す
る

法
律

に
定

め
る

特
定

水
銀

使
用

製
品

等
 

１
 

ワ
シ

ン
ト

ン
条

約
附

属
書

Ⅰ
に

掲
げ

る
種

に
属

す

る
動

物
（

み
ん

く
鯨

、
み

な
み

み
ん

く
鯨

（
く

ろ
み

ん
く

鯨
）

、
い

わ
し

鯨
（

北
太

平
洋

の
個

体
群

並
び

に
東

経
０

度
か

ら
東

経
7
0
度

ま
で

及
び

赤
道

か
ら

南

極
大

陸
に

囲
ま

れ
る

範
囲

の
個

体
群

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

、
に

た
り

鯨
、

つ
の

し
ま

鯨
、

な
が

す
鯨

、
カ

ワ
ゴ

ン
ド

ウ
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
カ

ワ
ゴ

ン
ド
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ウ
、

ま
っ

こ
う

鯨
、

つ
ち

鯨
、

ヨ
ゴ

レ
、

イ
ト

マ
キ

エ
イ

科
全

種
及

び
ジ

ン
ベ

イ
ザ

メ
を

除
く

。
）

又
は

植
物

（
人

工
的

に
繁

殖
さ

せ
た

交
配

種
を

除
く

。
）

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

体
の

一
部

及
び

派
生

物
（

二
の

表
の

第
２

に
基

づ
き

二
号

承
認

を
受

け
る

べ
き

も
の

を
除

く
。

）
 

２
～

５
 

（
略

）
 

ウ
、

ま
っ

こ
う

鯨
及

び
つ

ち
鯨

を
除

く
。

）
又

は
植

物
（

人
工

的
に

繁
殖

さ
せ

た
交

配
種

を
除

く
。

）
並

び
に

こ
れ

ら
の

個
体

の
一

部
及

び
派

生
物

（
二

の
表

の
第

２
に

基
づ

き
二

号
承

認
を

受
け

る
べ

き
も

の
を

除
く

。
）

 

 ２
～

５
 

（
略

）
 

三 

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を

輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

三 

そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
し
、
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の

承
認
を
受
け
る
べ
き
場
合
は
、
６
か
ら
８
ま
で
の
貨
物
を

輸
入
す
る
と
き
と
し
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
承
認

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行

う
べ
き
手
続
は
、
６
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て
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の
６
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め

る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
お
い
て
の
８
の
⑴
か
ら
⑽
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。 

１
～
６ 

（
略
） 

の
６
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め

る
大
臣
の
確
認
、
７
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
に
お
い
て

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
又
は
８
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場

合
に
お
い
て
の
８
の
⑴
か
ら
⑽
ま
で
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
書
類
の
税
関
へ
の
提
出
と
す
る
。 

１
～
６ 

（
略
） 

７
⑴ 

（
略
） 

７
⑴ 

（
略
） 

⑵ 

次
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産

地
と
す
る
動
物
、
同
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
国
を
船
積
地
域
と
す
る
動
物
又
は
同
表
の
三
の
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
及
び
船
積
地
域
と

す
る
動
物
若
し
く
は
植
物
で
あ
っ
て
、
当
該
第
二
欄

に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る

⑵ 

次
の
表
の
一
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産

地
と
す
る
動
物
、
同
表
の
二
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
国
を
船
積
地
域
と
す
る
動
物
又
は
同
表
の
三
の
項

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
及
び
船
積
地
域
と

す
る
動
物
若
し
く
は
植
物
で
あ
っ
て
、
当
該
第
二
欄

に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
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も
の
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
シ
キ
リ
ザ
メ
、
ア
カ

シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
シ
ロ
シ
ュ

モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ
ザ
メ
、
ホ

ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ
メ
、
ニ
シ

ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ア
イ
ザ
メ
科
全
種
、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ

ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ
ル
ヴ
ァ

を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派

生
物
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に

属
す
る
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て

は
附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
、
同
条
約

附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
又
は
植
物
の

個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て
は
附
属
書
Ⅲ
に

よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
当
該

も
の
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、
ヨ
シ
キ
リ
ザ

メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、

シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ

ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ

メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
、
タ
ツ
ノ

オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ

ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部

及
び
派
生
物
（
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ

る
種
に
属
す
る
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に

あ
っ
て
は
附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
、

同
条
約
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
又
は

植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て
は
附
属

書
Ⅲ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
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第
二
欄
に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
も
の

（
二
の
表
の第

２

に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受
け
る
べ

き
も
の
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣

の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
入
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

、
当
該
第
二
欄
に
掲
げ
る
国
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ

る
も
の
（
二
の
表
の第

２

に
基
づ
き
二
号
承
認
を
受

け
る
べ
き
も
の
並
び
に
⑶
及
び
⑷
に
基
づ
き
経
済
産

業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
を
除
く
。
）
を

輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

国 

種 

貨
物 

一 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

ジ
ン
バ
ブ

エ 

（
略
） 

（
略
） 

全
地
域 

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約

動
物
並

 

国 

種 

貨
物 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ジ
ン
バ
ブ

エ 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
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附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ

る
種
（
船
積
地
域

に
係
る
国
若
し
く

は
地
域
の
管
理
当

局
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
当
局
（
以
下

「
管
理
当
局
等
」

と
い
う
。
）
が
ワ

シ
ン
ト
ン
条
約
に

基
づ
き
発
給
す
る

輸
出
許
可
書
又
は

再
輸
出
証
明
書
の

び
に
そ

の
個
体

の
一
部

及
び
派

生
物 

 

       

     

） 
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出
所
の
区
分
が
不

明
又
は
条
約
適
用

前
取
得
で
あ
る
サ

イ
ガ
に
限
る
。
） 

二
・
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

  

  

二
・
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

⑶ 

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
種
に
属
す

る
生
き
て
い
る
動
物
（
み
ん
く
鯨
、
み
な
み
み
ん
く

鯨
（
く
ろ
み
ん
く
鯨
）
、
い
わ
し
鯨
、
に
た
り
鯨
、

つ
の
し
ま
鯨
、
な
が
す
鯨
、
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
ま
っ
こ
う
鯨
、
つ
ち

鯨
、
ヨ
ゴ
レ
、
イ
ト
マ
キ
エ
イ
科
全
種
及
び
ジ
ン
ベ

イ
ザ
メ
（
８
の
⑵
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
に
限

⑶ 

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
種
に
属
す

る
生
き
て
い
る
動
物
（
み
ん
く
鯨
、
み
な
み
み
ん
く

鯨
（
く
ろ
み
ん
く
鯨
）
、
い
わ
し
鯨
、
に
た
り
鯨
、

つ
の
し
ま
鯨
、
な
が
す
鯨
、
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
ま
っ
こ
う
鯨
及
び
つ

ち
鯨
（
８
の
⑵
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
に
限
る

。
）
、
同
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
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る
。
）
、
同
条
約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る

生
き
て
い
る
動
物
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
シ
キ
リ

ザ
メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ

、
シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ

バ
ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ

ザ
メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ア
イ
ザ
メ
科
全
種
、
タ

ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス

コ
ギ
ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
及
び
同
条
約
附
属
書
Ⅲ
に

掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
き
て
い
る
動
物
（
当
該
動
物

を
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
た
国
を
原
産
地
と
す
る
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
二
の
表
の第

２

に
基
づ
き
二

号
承
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
及
び
⑷
に
基
づ
き
経
済

産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
以
外
の
も
の

き
て
い
る
動
物
（
ク
ロ
ト
ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、
ヨ

シ
キ
リ
ザ
メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ

ク
ザ
メ
、
シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全

種
、
ウ
バ
ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ

ケ
ア
オ
ザ
メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ

、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・

フ
ス
コ
ギ
ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
及
び
同
条
約
附
属
書

Ⅲ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
き
て
い
る
動
物
（
当
該

動
物
を
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
た
国
を
原
産
地
と
す
る
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
二
の
表
の第

２

に
基
づ

き
二
号
承
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
及
び
⑷
に
基
づ
き

経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き
も
の
以
外
の

も
の
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
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を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

⑷
～
⑽ 
（
略
） 

⑷
～
⑽ 

（
略
） 

８ 

次
の
⑴
か
ら
⑽
ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は
、

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十

七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前
に
貨
物
を
引
き
取
ろ
う

と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
承
認
、

保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入
れ
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第

六
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑽
ま
で

に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

８ 

次
の
⑴
か
ら
⑽
ま
で
の
貨
物
を
輸
入
す
る
場
合
は
、

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十

七
条
の
許
可
（
輸
入
の
許
可
前
に
貨
物
を
引
き
取
ろ
う

と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
承
認
、

保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
工
場
に
貨
物
を
入
れ
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
法
第

六
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
承
認
）
を
受
け
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑽
ま
で

に
定
め
る
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。 ⑴
・
⑵ 

（
略
） 

。 ⑴
・
⑵ 

（
略
） 

⑶ 
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
締
約
国
等
を
船
積
地
域
と
す

る
同
条
約
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
（

み
ん
く
鯨
、
み
な
み
み
ん
く
鯨
（
く
ろ
み
ん
く
鯨
）

、
い
わ
し
鯨
、
に
た
り
鯨
、
つ
の
し
ま
鯨
、
な
が
す

鯨
、
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
カ
ワ
ゴ
ン

ド
ウ
、
ま
っ
こ
う
鯨
、
つ
ち
鯨
、
ヨ
ゴ
レ
、
イ
ト
マ

キ
エ
イ
科
全
種
及
び
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
に
限
る
。
）
又

は
植
物
（
人
工
的
に
繁
殖
さ
せ
た
交
配
種
に
限
る
。

）
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
（
７

の
⑶
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ

き
も
の
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条

⑶ 

ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
の
締
約
国
等
を
船
積
地
域
と
す

る
同
条
約
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
（

み
ん
く
鯨
、
み
な
み
み
ん
く
鯨
（
く
ろ
み
ん
く
鯨
）

、
い
わ
し
鯨
、
に
た
り
鯨
、
つ
の
し
ま
鯨
、
な
が
す

鯨
、
カ
ワ
ゴ
ン
ド
ウ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
カ
ワ
ゴ
ン

ド
ウ
、
ま
っ
こ
う
鯨
及
び
つ
ち
鯨
に
限
る
。
）
又
は

植
物
（
人
工
的
に
繁
殖
さ
せ
た
交
配
種
に
限
る
。
）

並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
（
７
の

⑶
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
べ
き

も
の
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
条
約

附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
（
ク
ロ
ト
ガ



 

15 

約
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
動
物
（
ク
ロ
ト

ガ
リ
ザ
メ
、
ヨ
シ
キ
リ
ザ
メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ

、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
オ

ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ
ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ
ザ
メ
、

ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ
メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ
ザ
メ
、

ア
イ
ザ
メ
科
全
種
、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種
及
び

ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ
ル
ヴ
ァ
を
除
く
。
）
又

は
植
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物

（
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て
は
、

附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
、
二
の
表
の第

２

に
基
づ
く
二
号
承
認
を
受

け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
及
び
７
の
⑵
か
ら
⑷
ま

で
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
こ
と

リ
ザ
メ
、
ヨ
ゴ
レ
、
ヨ
シ
キ
リ
ザ
メ
、
ア
カ
シ
ュ
モ

ク
ザ
メ
、
ヒ
ラ
シ
ュ
モ
ク
ザ
メ
、
シ
ロ
シ
ュ
モ
ク
ザ

メ
、
オ
ナ
ガ
ザ
メ
属
全
種
、
ウ
バ
ザ
メ
、
ホ
ホ
ジ
ロ

ザ
メ
、
ア
オ
ザ
メ
、
バ
ケ
ア
オ
ザ
メ
、
ニ
シ
ネ
ズ
ミ

ザ
メ
、
ジ
ン
ベ
イ
ザ
メ
、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
属
全
種

及
び
ホ
ロ
ト
ゥ
リ
ア
・
フ
ス
コ
ギ
ル
ヴ
ァ
を
除
く
。

）
又
は
植
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
個
体
の
一
部
及
び
派

生
物
（
植
物
の
個
体
の
一
部
及
び
派
生
物
に
あ
っ
て

は
、
附
属
書
Ⅱ
に
よ
り
特
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

）
で
あ
っ
て
、
二
の
表
の第

２

に
基
づ
く
二
号
承
認

を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
及
び
７
の
⑵
か
ら

⑷
ま
で
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
る

こ
と
を
要
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
積
地
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を
要
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
理
当
局
等
が
同

条
約
に
基
づ
き
発
給
す
る
当
該
貨
物
に
係
る
輸
出
許

可
書
又
は
再
輸
出
証
明
書
の
原
本 

 

域
に
係
る
国
若
し
く
は
地
域
の
管
理
当
局
又
は
こ
れ

に
準
ず
る
当
局
（
以
下
「
管
理
当
局
等
」
と
い
う
。

）
が
同
条
約
に
基
づ
き
発
給
す
る
当
該
貨
物
に
係
る

輸
出
許
可
書
又
は
再
輸
出
証
明
書
の
原
本 

⑷
～
⑽ 

（
略
） 

⑷
～
⑽ 

（
略
） 

 
 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
表
の第

２

の１

の
改
正
規
定
（
「
、
ア
イ
ザ
メ
科
全

種
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
三
の
７
の
⑵
及
び
⑶
の
改
正
規
定
（
「
、
ア
イ
ザ
メ
科
全
種
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。

）
並
び
に
三
の
８
の
⑶
の
改
正
規
定
（
「
、
ア
イ
ザ
メ
科
全
種
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
六
月

五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


